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概要：情報モラルは，新学習指導要領総則において，「…言語能力，情報活用能力（情報モラルを

含む。），問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよ

う…」とあるように，「学習の基盤となる資質・能力」である。しかし，指導の在り方に迷う

教師も多い。そこで，指導の充実のために，これまでに情報モラルに関する「日常的な指導」，

「各教科等との関連的な指導」，「直接的な指導」を組み合わせる指導方法を研究してきた結

果，児童が情報モラルについての知識を得るとともに，日常的に意識することができるよう

になった。今回はそれに加えて、道徳教育における指導の実際についての内容である。 
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１ はじめに 

 近年，情報化社会はめまぐるしい進歩を遂げ，

私たちの生活を豊かにしてくれた。しかし，イ

ンターネットを利用した事件はもちろん，事件

に関する連絡等にＳＮＳ等が利用されることも

ある。また，携帯電話・スマートフォン等の普

及により，大人はもちろん，被害者・加害者と

もに児童生徒が関係する事件も起きている。機

器やインターネットの各種サービスは日々進歩

し，便利になっているが，利用する人のモラル

が重要になっており，その育成には教育が重要

である。 

また，新学習指導要領の総則には，「各学校に

おいては，児童の発達の段階を考慮し，言語能

力，情報活用能力（情報モラルを含む。），問題

発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能

力を育成していくことができるよう，各教科等

の特質を生かし，教科等横断的な視点から教育

課程の編成を図るものとする。」とあり，今後情

報モラルは学習の基盤となる資質・能力ととら

えて指導をしていかなければならない。しかし，

情報モラルについては，重要であることは十分

理解されていながらも，指導の時間を見出せな

かったり，発達段階に応じた指導内容について

の具体的な指導の仕方が難しかったりするとい

う課題がある。また，次々にインターネットを

利用した新たなサービスが出てくる場合，それ

らに対応する必要もある。 

 そのため，ともすると社会的に注目された事

件等で使われるサービスのみの指導をしておけ

ば情報モラル教育を行っているという誤解を生

んでいる場合も少なくない。 

 そこで本研究では，「情報モラル指導モデルカ

リキュラムを基準として全教育活動を通した効

果的な指導の在り方」を踏まえた上で３つの指

導の進め方を継続しつつ、「特別な教科 道徳」

での指導の在り方についての一提案を行うこと

とする。 

２ これまでの研究の成果と課題 

これまで，「情報モラル指導モデルカリキュ

ラム」に則った情報モラルに関する指導を行う

手法として，「①実態把握と指導の焦点化②全教

育活動での指導の工夫③児童が分かりやすい教

材の利用」を行えば，該当学級での指導におい

て効果があるという成果が明らかになった。ど

の学級においても知識としての情報モラルにつ



いては十分の理解を得ることができた。しかし，

知識として理解している内容をいかに実際の場

面で生かすことができるかが重要である。まさ

に，新学習指導要領でも「基礎的・基本的な知

識及び技能を確実に習得させ，これらを活用し

て課題を解決するために必要な思考力，判断力，

表現力等を育むとともに，主体的に学習に取り

組む態度を養い，個性を生かし多様な人々との

協働を促す教育の充実に努めること。」と明記し

ているように，情報モラルの知識を活用して課

題を解決するための指導が重要になってくると

いう課題が明らかになった。 

３ 研究の目標 

 情報モラル指導モデルカリキュラムを効果的

に指導に生かすための「日常的な指導」，「各教

科等との関連的な指導」，「直接的な指導」を充

実させ，特に「特別な教科 道徳」の在り方に

ついて研究する。 

４ 研究の仮説 

情報モラル指導モデルカリキュラムを効果的

に指導に生かすために，中学年の発達段階及び

児童の実態に即した，全教育課程における「日

常的な指導」，「各教科等との関連的な指導」，「直

接的な指導」を行えば，児童は情報モラルにつ

いて理解し，日常的に情報モラルについて意識

することができるであろう。 

「特別な教科 道徳」における情報モラルに

ついての望ましい指導の在り方を研究すれば、

今後充実した情報モラル教育が行えるであろう。 

５ 研究の実際 

（１）「情報モラル指導モデルカリキュラム」に

対応した児童の実態 

① 「ネットモラルけんてい」を活用した児

童の実態把握 

まず，広島県教科用図書販売株式会社（以後

広教）の「事例で学ぶ Netモラル」を活用した。 

「ネットモラルけんてい」は，各学年の「情 

報モラル指導モデルカリキュラム」に沿った内

容があり，コンピュータ（もちろん紙に印刷し，

配布することも可能）でクリックするだけで手

軽に行うことができる。 

 

（図１）ネットモラルけんてい 

（スクリーンショットについては広教様の許可 

済み） 

 次に，その結果を生かして指導にあたった。 

「ネットモラルけんてい」の良いところは，結 

果が一覧で表示されるとともに，間違った問題 

に対して，児童自身が学ぶことができるアニメ 

ーションへのリンクが付いていることである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図２）ネットモラルけんてい 結果 

 間違った問題の右側のリンクをクリックする 

とそれを説明するアニメーションが出てきて児 

童自身が学習することが可能である。児童は自 

分自身が間違った問題に対して学習をすること 

ができた。アニメーションの内容も分かりやす 

く，児童は全員内容を理解することができた。 

 また，１００点を取った児童も確認のために 

アニメーションを見せると，その理由がわかり 

より理解を深めることができた。 

   ４月段階での平均点は約５０点で，誤答が

多かった問題は「１ 情報社会の倫理 b2-1 

自分の情報や他人の情報を大切にする」，

「３ 安全への知恵 d2-1 危険に出合った 



（図３）ネットモラルけんてい 解説 

ときは，大人に意見を求め，適切に対応する 

d2-2 不適切な情報に出合ったときは，大人に

意見を求め，適切に対応する」だった。いわゆ

る著作権に関するものや個人情報に関するもの

であり，不審な電話がかかってきた際に，相手

に優しく接しなければいけない気持ちから大人

に相談せずに自分で判断してしまう児童も多か

った。 

② 「ネットモラルけんてい」で間違った

問題への対応 

 間違った問題に対するアニメーションを見せ 

ることで児童は理解ができた。 

（２）全教育活動での指導 

① 日常的な指導 

「日常的な指導」とは，児童の１日の生活の

流れを分析し，どの場面でどのような指導がで

きるかを明らかにして，日常的に指導を行うと

いうものである（表２）。この日常的な指導につ

いては，情報モラルを指導する際にその根本と

なる人を大切にする心の育成に重点を置いた。  

② 各教科等と関連した指導 

「各教科等と関連した指導」とは，各教科の

内容において情報教育に関連する場合，その教

科等の目標を達成することはもちろん情報教育

に関する指導も関連的に入れていこうというも

のである。 

③ 直接的な情報モラルについての指導 

 「直接的な情報モラルについての指導」とは，

学級活動等授業で，情報モラルそのものを指導

する時間のことである。もちろん，日常的な指

導においても情報モラルそのものを指導するこ

とがあるが，「直接的な情報モラルについての指

導」においては１単位時間で指導をすることで

ある。 

 以上の①～③の指導を継続したことで，「ネッ

トモラルけんてい」の結果として４月当初の正

答 率 ５ ０ ％ が ７ ８ ％ に な っ た 。

 

（表２）日常的な場面と情報モラルの関連 

（３）「特別な教科 道徳」での指導 

  ① はじめに 

 今回の学習指導要領の改訂により、道徳科で

教科書を利用することになった。本年度は，改

訂に関する理論研究をまず行った。その上で今

年度は初めての教科書をきちんと授業をしてい

くことが重要だと考えて指導をしているところ

である。 

また、今回の改訂で本校で利用する教科書で

は、全学年を通して，情報モラルの内容を扱っ

たコラムと教材とを組み合わせた「ユニット」

が設定されており、道徳科の特質を踏まえたう

えで，情報モラルに関して深く考えることがで

きるよう工夫されている。 

道徳科の授業では、情報モラル以外の内容も

あり、時数的に考えても道徳科の授業だけで情

報モラルの指導を充実させることはできない。

また、道徳科においては，特に，情報社会の

倫理、法の理解と順守といった内容を中心に

取り扱うことができるので、今回は教科書に

直接掲載している内容について検討し、今後

はその他の内容での関連した指導の在り方を

研究することにする。 

 ② 第３学年の道徳科の授業内容 

第３学年の道徳科における情報モラルの指導は、



教科書の順番として１学期に入っている。内容

は「節度，節制」の内容の後に「インターネ

ットにむちゅう」という内容があり，インタ

ーネットは便利であることを踏まえた上でイ

ンターネットやゲームに夢中になりすぎず、

きちんと生活できるようにするために、どん

な約束を作ればよいかを考える時間である。 

③ 道徳科の授業を行う前に 

②のような内容をより児童に理解させるため

には、インターネットが便利なものであること

や，ついつい夢中になる経験が必要である。そ

こで、この道徳科の授業を行う前に、まず、国

語科でローマ字の学習を先に行った。そして総

合的な学習の時間において、課題を解決し、ま

とめるための手段としてコンピュータの利用の

仕方を学習し、音楽科ではプログラムを利用し

て曲の作成を学習した。また、社会科では地域

の様子をインターネットの地図サービスを利用

した。社会科では、これまでは実際に見学をし

ていた。実際に見学をすることはとても大切だ

が、時間がなくごく身近な地域になってしまい、

町全体の様子を実感をすることはできなかった。

しかし、地図サービスを利用することで、自分

たちの校区内はもちろん、町内全体の様子を詳

しく知ることができた。この時に「インターネ

ットの便利さ」を実感することができた。また、

便利で興味関心も高く、授業が終わる時間にな

ると、「えーもっと調べたい。」という声が多く

聞かれた。学校では授業が時間で決まっている

のでしょうがなく終わっていたが、もし、時間

の制限がなかったらずっと続けていたことが推

測される。学習においてでも児童は興味関心を

持ちながら長時間インターネットを利用してし

まうので、これが自宅で学習以外の楽しいこと

をしていた場合、「ついつい長時間してしまう」

ことになってしまう。 

以上で「インターネットは便利なもの」の経

験もし、「ついつい夢中になってしまう」経験も

できた。これらの経験と道徳科の授業を関連さ

せた。   

  ④ 授業の実際 

そこで、実際の授業では、これまでの学習、

特に社会科の学習を想起させ、「インターネット

は便利なものであること」を確認させた後で、

「ついつい夢中になってしまうこと」も確認さ

せた。さらにこれらの経験と家でのゲームやス

マホ、タブレット等の経験がある児童にはそれ

らも想起させた後で話合いのテーマ「インター

ネットやゲームに夢中になりすぎず、きちん

と生活できるようにするために、どんな約束

を作ればよいか」というテーマで話合いを行

った。 

話合いの結果、第３学年という実態もあり、

「時間を守る」「決まりを守る」などという意見

は出るが考えの深まりという点では通常の読み

物資料を使った場合の方が充実していた。 

そこで、広教の「事例で学ぶ Netモラル」の

中の「３ 安全への知恵 「あんぜんとけんこ

うへのはいりょ」を視聴させた。具体的なアニ

メーションを見ることで、児童は、寝るときに

はゲームなどを持ち込まないとか自分の健康の

ためにも約束を守らないといけないなどより具

体的な約束やその時に考えておかなければなら

ないことを考えることができた。 

６ 結論と課題 

 中学年への情報モラル教育を，教材を活用し

て指導することにより実態把握ができ内容を絞

った指導をすることがスムーズにできた。ま

た、道徳科での指導ではより具体的な教材が充

実していない場合もあるので、より児童の実態

に即した状況把握のためにも情報モラルに特化

した教材が重要である。 

 今後道徳科では、直接情報モラルの内容でな

くても関連させて指導を行う必要があるのでど

のように関連させるかを研究していきたい。 

７ 参考文献 

「情報モラル」指導実践キックオフガイド  

日本教育工学振興会 

教育の情報化に関する手引き        文部科学省 

新学習指導要領              文部科学省 


